
更正の予知後：増差税額 50万円以下
50万円超～300万円

以下
300万円超

下記以前 15%

令和6年（2024年）1月1日以後法定申告

期限が到来する国税
15% 20% 30%

増差税額 50万円以下
50万円超～300万円

以下
300万円超

調査通知前 5% 5% 5%

調査通知以後、更正予知前 10% 15% 25%

更正の予知有り 15% 20% 30%

20%

高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ改正前との比較

改正後：高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げと調査通知の関係


